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北九州エアターミナル（株）による減免の実施について 

【支援の経緯】 

新型コロナウイルスの影響による、航空会社の減収及びテナント売り上げの減少を受け、

北九州空港に就航している航空会社及び商業テナントへの支援と、今後の航空路線及び空

港機能の維持を図るため、今年度も航空会社及び商業テナントに対し、賃料・管理費の減

免を実施するもの。 

【減免内容】 

１．減免内容 

（１）航空関係会社（航空会社・ハンドリング会社・警備会社） 

① 減免の期間・対象・割合 

ア．減免期間：３か月間（令和 3年 8月～10月） 

イ．減免対象：専用部分の賃料・管理費 

ウ．減免割合：２０％ 

② 減免額(見込み)：約９，０００千円 

（２）商業テナント（物販・飲食・レンタカー・宅配） 

① 減免の期間・対象・割合 

ア． 減免期間：３か月（令和 3年 8月～10 月） 

イ．減免対象：専用部分の賃料・管理費 

ウ．減免割合：１０％ 

② 減免額（見込み）：約３，０００千円

（３）合計額（見込み）：約１２，０００千円

【昨年度実績】 

（１）航空関係会社（航空会社・ハンドリング会社・警備会社） 

① 減免の期間・対象・割合 

ア減免期間:1 年間 

イ.減免対象:専用部分賃料・管理費、共用施設・設備使用料 

ウ.減免割合:２０％ 

令和 2年 4月から 6月までの 3か月間は 30%上乗せし 50%減免 

② 年間の減免額：約９５，０００千円

（２）商業テナント（物販・飲食・レンタカー・宅配） 

① 減免の期間・対象・割合 

ア.減免期間:６カ月  

イ.減免対象:専用部分の賃料・管理費・直接費（水道光熱費） 

ウ．減免割合:５０％ 

② 年間の減免額：約３０，０００千円

（３）減免合計額（航空関係会社＋商業テナント） 約１２５，０００千円 

（その他）支払い猶予 

・猶予内容：航空関係会社及び商業テナントに対し、4 月～6 月までの 3 か月間、 

すべての支払を猶予。 

・支払期限:令和 3年 3月末日 

令和３年７月２７日
北九州空港機能強化・利用促進特別委員会
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（参考資料） 

Ｒ２年度～令和３年度１０月までの 
「国の対応」、「エアターミナルによる減免」、「市の支援」を月単位で示したもの 

           令和２年度            令和３年度 

※本市から航空会社に行った支援 
・令和２年４月 ７日～令和２年６月１８日 
・令和３年１月１４日～令和３年２月７日 
・賃料及び管理費等の５０％あたる部分につき、経費の助成を実施 
・助成額合計 約４６，０００千円

【
国
の
対
応
】

国内線着陸料・停留料 45％軽減 

着陸料等支払い猶予
R2.2～R3.3

令和３年７月２７日
北九州空港機能強化・利用促進特別委員会

R2.8～R3.2

航空機燃料税を令和３年度に限り 

従来の税率より1/2軽減 

国内線着陸料・停留料 90％軽減 

4/7 ～ 6/18

100%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1/14 ～ 2/7

【参考】減免・支援による賃料等分担イメージ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

8/1 ～ 10/31
今回減免対象期間

支援（北九州市） 

    航空会社負担分 

    支援（エアターミナル） 今回減免対象期間 

８月～１０月 


